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財政学の基礎 追加情報 No.3 2020年 4月 名城大学 赤木 博文

追加情報 2020 年(令和２年)以降

平成 30 年度に所得税の改正があり，2020 年（令和２年）以降の所得税から適用されます．所

得税に関するおもな改正点は以下のとおりです．授業等で本書を活用されている場合は，差

し替えてご使用ください．

また，消費税の改正による税率の変更，軽減税率の適用品目，インボイス等についての情

報も挙げておきます．さらに，我が国および諸外国の法人税の税率の変更もご参照ください．

１．所得税関連

（１）給与所得控除の改訂

給与所得控除が，2020 年（令和２年）以降，一律 10 万円引き下げられます．なお，給与

収入が 850 万円を超える場合の給与所得控除額については，195 万円が上限となります．157

頁の表 11-2 の内容が下記のように変更されます．

表 11-2 給与所得控除表（改訂）

年間給与収入金額 2019年までの控除額 2020年以後の控除額

162.5万円以下 65万 55万

162.5万円超～180万円以下 給与収入×40％ 給与収入×40％-10万円

180万円超～360万円以下 給与収入×30％＋18万円 給与収入×30％＋8万円

360万円超～660万円以下 給与収入×20％＋54万円 給与収入×20％＋44万円

660万円超～1000万円以下 給与収入×10％＋120万円
給与収入×10％＋110万円

1000万円超～ 給与収入×５％＋170万円

2020 年（令和２年）以降の給与所得控除額については，195 万円が上限となります．

また，給与所得控除の改訂にともなう負担増加の緩和策として，(a)特別障害者，(b)23 歳

未満の扶養親族がいる，(c)特別障害者である配偶者もしくは扶養親族がいる場合，「所得金

額調整控除」を給与所得から控除できます．

所得金額調整控除＝（給与収入(1000 万円が限度）－850 万円）×10%

（２）基礎控除の改正

基礎控除額が一律 10万円引き上げられるとともに，課税標準が 2400 万円を超える場合に

控除額が減額され，課税標準が 2500 万円を超える場合には基礎控除が適用できなくなりま

す．162 頁の表 11-4 の内容が下記のように変更されます．
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表 11-4 15 種類の所得控除（2020 年（令和２年）以後） 基礎控除分

控除の種類 控除金額 内 容

基礎控除 最高 48万円

所得を得ている本人の課税標準から控除され，2020(年（令和

２年）以後においては，課税標準額が一定額以上の場合に減

額される．

課税標準額 控除額

2400万円以下 ４８万円

2400万円超から 2450万円以下 ３２万円

2450万円超から 2500万円以下 １６万円

2500万円超 ０円

（３）上での改正にもとなう各種の控除要件等の変更

１）寡婦（寡夫）控除 （生計を一にし，課税標準が 48 万円以下のもの）に変更

２）勤労学生控除 （課税標準が 75万円以下のもの）に変更

３）配偶者控除 （配偶者で課税標準が 48 万円以下のもの）に変更

４）配偶者特別控除 （48 万円超〜133 万円以下）とし，配偶者の課税標準の区分を

それぞれ 10 万円引き上げ．（配偶者特別控除 別表）を参照

５）扶養控除 （生計を一にし，課税標準が 48 万円以下のもの）に変更

６）青色申告特別控除 控除額が 65 万円から 55 万円に変更（事業所得，不動産所得）

よって，３）配偶者控除および４）配偶者特別控除の要件変更に伴い，162 頁の表 11-4 の

内容が下記のように変更されます．

表 11-4 15 書類の所得控除（改訂） 配偶者控除・配偶者特別控除分

配偶者控除 別表

控除額 控除額

納税者本人の課税標準 控除対象配偶者
70歳以上の控
除対象配偶者

900万円以下 38万円 48万円

900万円超 950万円以下 26万円 32万円

950万円超 1,000万円以下 13万円 16万円

1,000万円超 0円 0円

控除の種類 控除金額 内 容

配偶者控除 最高 38万円

配偶者で課税標準が 48 万円以下（給与収入では 103 万円以下に
相当）のものに適用．夫の課税標準から控除できる．70 歳以上
の配偶者の場合には増額となる．
＜納税者本人の所得制限の導入＞ 2018 年以降の所得税から適
用され，夫の課税標準によって変動する．（別表参照）

配偶者特別控除 最高 38万円

配偶者で課税標準が，48 万円超から 133 万円以下のものに適用
され，配偶者の課税標準によって変動する．さらに夫側の要件が
あり，課税標準が 1000 万円以下の場合に段階的に適用され，ま
た配偶者の課税標準によって変動する．
なお，専業主婦および課税標準が 48 万円以下のものには，適用
されず，控除額は 0円である．
（配偶者の課税標準による控除額は別表を参照）
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配偶者特別控除 別表（改訂）

納税者本人の課税標準
〜900万円以下 900万円超〜

950万円以下
950万円超〜
1,000万円以下

1,000万円超〜

控
除
対
象
配
偶
者
の
課
税
標
準

48万円超   〜95万円以下 38万円 26万円 13万円 0円
〜100万円以下 36万円 24万円 12万円 0円
〜105万円以下 31万円 21万円 11万円 0円
〜110万円以下 26万円 18万円 9万円 0円
〜115万円以下 21万円 14万円 7万円 0円
〜120万円以下 16万円 11万円 6万円 0円
〜125万円以下 11万円 8万円 4万円 0円
〜130万円以下 6万円 4万円 2万円 0円
〜133万円以下 3万円 2万円 1万円 0円

133万円超〜 0円 0円 0円 0円

参考

表 11－１ 10種類の課税標準（2020年（令和２年）以降）
課税標準の種類 内 容

給与所得
給与，給料，賃金やボーナス，年俸など，労働の対価として支払われるもの
で，給与所得控除を差し引いた額が総合課税される．

退職所得
退職一時金，恩給一時金などの退職金が対象で，退職給与控除があり，（退
職金収入－退職所得控除額）×1/2が分離課税される．

利子所得 預貯金や公社債などの利子が 20％の税率で源泉分離課税される．

配当所得

株式の配当金（株式配当も含む）で，元本取得のために負債の利子は控除で
きる．原則として，他の所得と総合して課税される．ただし，配当所得は，
総合課税に代えて，上場株式の配当については10％（国税7％，住民税は3％）
の税率で，未上場の株式の配当については 20％の税率で申告分離課税を選
択することができる．

不動産所得
土地や建物の貸付による所得で，必要経費（修繕費）は控除できる．
正規の簿記の原則により記帳し，期限内に確定申告している場合は，青色申
告特別控除(55万円）を受けることができる．

事業所得
商工業やサービス業などの営業による所得で，必要経費は控除できる．
正規の簿記の原則により記帳し，期限内に確定申告している場合は，青色申
告特別控除(55万円）を受けることができる．

山林所得
山林を譲渡して得た所得で，取得，管理，伐採費等の必要経費は控除，特別
控除が 50万円である，分離課税で，５分５乗を適用する．ただし所有期間
が５年未満のものは事業所得または雑所得として取り扱う．

譲渡所得
不動産，自動車，ゴルフ会員権などの資産を譲渡して得た所得で，譲渡所得
＝譲渡価額－取得費－特別控除（50万円）となる．短期（所有期間５年以
下）はその全額を，長期（所有期間５年超）はその 1/2が総合課税される．

一時所得
クイズの賞金，競輪・競馬の賞金，生命保険等の満期金，立退料，拾得物の
発見者の報奨金，拾得物などで，特別控除額(最高 50万円)がある．これか
ら必要経費を引いた額の 1/2が総合課税される．

雑所得
上記の９種類以外の所得で，例えば公的年金，私的年金，副収入としての原
稿料，印税，講演料など，公的年金等控除額または必要経費を差し引いた額
が総合課税される．
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表 11－４ 15種類の所得控除（2020年（令和２年）以降）
控除の種類 控除金額 内 容

基礎控除 最高 48万円

所得を得ている本人の課税標準から控除され，2020年以後においては，課税

標準額が一定額以上の場合に減額される．

課税標準額 控除額

2400万円以下 ４８万円

2400万円超から 2450万円以下 ３２万円

2450万円超から 2500万円以下 １６万円

2500万円超 ０円

配偶者控除 最高 38万円

生計を一にし，配偶者で課税標準が 48 万円以下（給与収入では 103 万円以下

に相当）のものに適用．夫の課税標準から控除できる．70 歳以上の配偶者の

場合には増額となる．さらに，夫側の要件があり，課税標準が 1000 万円以下

の場合に段階的に適用され，また配偶者の課税標準によって変動する．

控除額 控除額

納税者本人の課税標準 控除対象配偶者 70歳以上の控除対

象配偶者

900万円以下 38万円 48万円

900万円超 950万円以下 26万円 32万円

950万円超 1,000万円以下 13万円 16万円
1,000万円超 0円 0円

配偶者特別控除 最高 38万円

配偶者で課税標準が，48 万円超から 133 万円以下のものに適用され，配偶者

の課税標準によって変動する．さらに夫側の要件があり，課税標準が 1000 万

円以下の場合に段階的に適用され，また配偶者の課税標準によって変動する．

なお，専業主婦および課税標準が 48 万円以下のものには，適用されず，控除

額は 0 円である．（配偶者の課税標準による控除額は別表を参照））

扶養控除
一般扶養親族

38万円

生計を一にし，課税標準が 48万円以下のものに適用される．

16歳未満の一般扶養親族 0万円

特定扶養親族(19歳以上 23歳未満) 63万円

老人扶養親族(70歳以上) 48万円

同居老人等の老人扶養親族 58万円

社会保険料控除 支払った保険料全額 公的年金，健康保険等の保険料

医療費控除
支払った医療費－保険金による

補填額－（課税標準の５％または

10万円のどちらか少ない方）

200万円を限度とし，基本的には，公的保険の医療費および通院費

等の診療を受けるために直接必要なものおよび医師の発行した処方

箋による薬剤購入または一般の薬の購入費用が対象となる．

雑損控除
（損失額－保険金による補填額

－所得の 10％）または（災害関連

支出－５万円）のいずれか多い方

生活に必要な資産で，災害，盗難により損害を受けた場合に適用で

きる．

生命保険料控除
支払った保険料により

変化

生命保険，個人年金保険，介護保険のそれぞれについて適用される．

支払い保険料 控除額

２万円以下 支払い保険料の全額

2万円超～4万円以下 2万円+(保険料－2万円)×1/2
4万円超～8万円以下 3万円+(保険料－4万円)×1/4
8万円超 4万円

地震保険料控除
地震保険料・損害保険料の金額

の合計額（最高５万円）

原則として保険期間が 10年以上で，その年中に支払った地震保険

料・損害保険料が対象となる．

寄付金控除
控除額＝特定寄付金の

額－2000円
特定寄付金は，国，地方公共団体や公益法人，ＮＰＯ法人のうち国

税庁長官の承認を受けたもの，政党への寄付金が対象となる．

小規模企業共済
等掛金控除

支払った保険料全額
中小企業基盤整備機構と結んだ共済契約の掛金

寡婦控除 27万円
死別・離婚の後で，再婚をしていないもののうち，老年者でない扶養親族（生

計を一にし，所得が 48万円以下のもの）がいる場合に適用される．課税標準

が 500万以下で扶養親族である子どもがいる場合には，35万円となる．

寡夫控除 27万円
死別・離別で，再婚をしていないもののうち，老年者でない扶養親族（生計を

一にし，所得が 48万円以下のもの）がいて，課税標準が 500万円以下の場合

に適用される．

勤労学生控除 27万円
本人が学生で，給与所得等を得ており，給与所得以外の所得が 10万以下で，

課税標準が 75万以下のものに適用される．

障害者控除 27万円
本人が障害者または控除対象配偶者，扶養親族が障害者である場合に適用され

る．特別障害者は，75万円が控除できる．
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２．消費税関連

（１）消費税の税率の改正

2019 年（令和元年）の 10 月から消費税の税率（標準税率）の引き上げが行われるととも

に，飲食料品と新聞に対して軽減税率が適用されました．それぞれの税率は表Ａのようにな

っています．

表Ａ 2019 年（令和元年）10月以降の消費税の税率

（２）軽減税率の対象品目

（ａ）飲食料品 食品表示法に規定される食品（酒類は除く）

一定の一体資産を含むが，外食やケータリング等は除かれる．

なお，食品と食品以外の資産を一体として販売するものは「一体資産」といわれ，以

下の 2つの要件を満たす場合には、食品以外の資産を含めた全体が軽減税率の対象

(1)一体資産の販売価格（税抜価額）が 1万円以下であること

(2)一体資産の販売価格に含まれる食品の価額が全体の 3分の 2以上であること

（ｂ）新聞 定期購読契約に基づくもので，週 2回以上発行されるもの

図Ａ 軽減税率の対象となる飲食良品の範囲

出所： 国税庁「消費税軽減税率制度の手引き」

2019 年

9 月 30 日まで
2019 年 10 月 1日以後

標準税率 標準税率 軽減税率

消費税率 6.3％ 7.8％ 6.24％

地方消費税率 1.7％ 2.2％ 1.76％

合 計 8.0％ 10.0％ 8.0％
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（３）インボイス（適格請求書）の概要

2023年（令和 5年）10月から，我が国の消費税もインボイス方式に移行します．このと

きインボイスとして「適格請求書」の発行と保存が義務付けられます．それまでの 4年間の

経過措置として，記載事項を簡素化した簡易インボイスとして，「区分記載請求書」の発行と

保存が必要となります．

区分記載請求書は，①および③のように軽減税率が適用される取引を明示し，②で税率ご

との取引金額の合計額を記載するものです．なお，区分記載請求書では消費税額の記載まで

は必要ありません．①②③は，図Ｂでの①②③に対応しています．

図Ｂ 区分記載請求書の記載例と注意点（2023年（令和 5年）10月まで）

出所：国税庁「消費税軽減税率制度に関する Q&A（制度概要編）」

一方，図Ｃの適格請求書では，③の軽減税率適用取引の明示，④の税率ごとの取引金額の

合計額に加えて，①の登録番号を請求書に記載し，⑤で税率ごとの消費税額の記載も義務付

けられます．なお，課税事業者でなければ，登録を受けることができません．登録のために

は，2021年 10月１以降に税務署への申請が必要です．また，①②③などは，図Ｃでの①②

③などに対応しています．

図Ｃ 適格請求書の記載例と注意点（2023年（令和 5年）10月以降）

出所： 国税庁「消費税軽減税率制度の手引き」
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３．法人税関連

（１）法人税率の改正

2016 年（平成 28年）に法人税法の改正があり，2018 年（平成 30 年）４月以降の事業開始

年度の法人税の税率は，以下のように改められました．

表 15－１ 法人税の税率（2020年現在）
区分 資本金 適 用 税 率

普通法人
資本金１億円以下

年 800万円以下の

部分

下記以外の法人 １５％

適用除外業者 １９％

年 800万円超の部分 ２３.２％
資本金 1億円超過 ２３.２％

公益法人等
年 800万円以下の部分 １５％
年 800万円超の部分 １９％

協同組合等
年 800万円以下の部分 １５％
年 800万円超の部分 １９％

適用除外業者とは，３年間の所得金額の年平均額が１５億円を超える法人等

（２）諸外国の法人税率の変更

諸外国においても，法人税の税率の改定が行われています．主要国の法人税の税率は，以

下のように改められました．

表 15－３ 主要国の配当に係る・・・・（2020年現在）
日本 アメリカ イギリス ドイツ フランス

法人段階

法人税率

23.2％
法人税率

21％
法人税率

17％ 変更無し

法人税率 25%
(中小企業は 15%）

(2022年以降)

なお，フランスでは，2022年までに以下のように段階的な法人税の引き下げが予定されて

います．

基本税率 中小の軽減税率

2020年 28％ 15%
2021年 26.5％ 15%
2022年 25％ 15%

以上．
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